
金
滞
古
蹟
志
巻
十
四

萄
停
に
云
ふ
。
野
々
市
屋
は
背
此
の
地
に
魚
市
場
を
建
て
た
り
し
初

め
よ
り
の
奮
家
に
て
‘
犀
川
魚
市
場
草
創
以
来
の
者
・
な
り
と
い
弘
停

へ
た
り
。
按
や
る
に
、
改
作
所
奮
記
に
載
せ
た
る
事
保
三
年
七
月
岡

井
村
戎
郎
吉
の
上
申
書
に
云
ふ
。
野
々
市
屋
五
右
衛
門
儀
、
金
海
魚

高
値
比
質
候
由
に
而
、
十
村
子
弟
之
内
金
津
へ
罷
出
、
横
自
民
被
=
仰

付
-
候
由
承
及
候
へ
共
、
年
久
敷
事
故
委
細
存
知
不
v
申
云

A
と
。
右
野

々
市
屋
五
右
衛
門
が
事
は
、
享
保
よ
り
甚
だ
以
前
に
而
古
き
事
た
る

ぺ
し
。
叉
金
海
町
合
所
留
記
に
殺
せ
た
る
‘
正
徳
五
年
十
月
十
七
日

魚
問
屋
野
々
市
屋
八
郎
・
右
衛
門
・
沖
津
屋
吉
郎
兵
衛
雨
人
よ
り
、
毎

朝
御
膳
用
の
魚
烏
の
事
を
町
奉
行
へ
申
立
て
た
る
願
書
あ
り
。
右
八

郎
宥
街
門
は
則
ち
前
瀬
野
々
市
屋
五
右
衛
門
の
子
孫
に

τ、
此
の
時

代
ま
で
も
魚
問
屋
を
勤
め
居
た
る
事
い
ち
じ
る
し
。
叉
元
総
二
年
間

正
月
廿
自
の
捨
子
居
容
に
、
御
厩
町
腎
師
磯
野
玄
察
居
屋
敷
と
河
原

町
野
々
市
屋
九
兵
衛
裏
地
と
の
境
に
捻
子
有
v
之
由
を
書
載
せ
た
り
。

右
河
原
町
は
邸
ち
魚
屋
町
民
て
、
一
元
総
六
年
の
士
幌
に
、
魚
屋
町
後
ロ

柿
木
畠
之
方
た
E
見
h
、
野
々
市
屋
の
尻
地
は
柿
木
畠
に
て
、
む
か

し
は
御
厩
町
と
呼
ぺ
り
。
銀
此
の
野
々
市
屋
の
子
孫
連
綿
し

τ、
五

右
衛
門
と
稽
し
、
嘉
永
の
頃
ま
で
も
魚
商
賀
を
友
し
・
此
の
小
路
の

供
程
相
止
む
。
と
あ
り
。
此
の
時
僅
か
に
市
場
を
復
古
せ
し
か
ど
、

如
何
・
な
る
事
に
や
程
な
く
底
止
せ
し
と
危
り
。

。
異
国
屋
調
右
衛
門
俸

調
右
衛
門
は
、
世
々
一
笛
魚
屋
川
の
中
程
南
側
に
居
住
し
‘
代
々
絹
布

の
洗
張
を
商
業
と
す
。
家
停
に
云
ふ
。
先
組
以
来
金
津
に
居
住
し
、

金
滞
に
て
具
園
張
の
鼻
阻
危
り
。
故
に
屋
践
を
異
闇
屋
と
稀
し
、
今

異
闘
を
苗
字
と
す
と
一
言
ひ
侮
ふ
と
い
へ

E
も
‘
奮
記
等
は
停
来
せ

4
y
o

或
は
回
〈
、
宮
腰
に
唐
仁
屋
某
と
い
ふ
者
あ
り
。
此
の
唐
仁
屋

と
金
棒
の
異
闇
屋
と
は
、
世
に
珍
敷
屋
披
也
。
唐
仁
屋
は
天
文
年
中

に
宮
腰
浦
へ
唐
船
着
岸
し
‘
唐
人
の
宿
を
・
な
し
た
り
。
故
に
唐
仁
屋

と
呼
べ

p
。
異
国
屋
は
朝
鮮
陣
の
時
檎
と
成
り
た
る
者
の
子
孫
な
る

が
故
K
.
具
園
屋
と
呼
ぺ
り
と
い
へ
り
。
按
・
宇
る
に
、
朝
鮮
陣
の
時

檎
と
成
り
た
る
者
の
子
孫
は
.
金
湾
海
士
に
協
同
九
兵
衛
・
小
川
久

次
等
あ
れ
ど
‘
町
人
に
は
町
曾
所
管
記
に
左
の
如
く
見
h
た
り
。

高
麗
よ
り
先
組
渡
り
申
者
之
子
孫
有
v
之
哉
御
専
に
付
、
私
共
裁
許

裏
屋
・
借
屋
に
至
迄
相
改
申
候
得
共
、
右
高
麗
よ
り
渡
り
申
者
之
子

孫
無
昌
御
座
-
候
。
錫
v
共
御
諦
上
v
之
申
候
。
以
上
。

賓

永

三

年

九

月

六

日

本

町

肝

煎

連

名

企
部
官
践
志
巻
十
四

.畠.r、

角
家
に
代
々
居
住
せ
し
か
ど
、
遂
に
茜
だ
零
落
し
て
、
屋
尻
な
る
土
一

識
を
境
ち
寅
梯
弘
、
さ
て
後
に
は
家
屋
を
も
寅
却
し
て
‘
遂
に
此
の

地
を
退
去
せ
り
。

。
脅
物
市
場

此
の
市
場
は
、
そ
の
か
み
魚
屋
町
に
魚
市
場
あ
り
し
頃
は
、
今
近
江

町
の
青
草
辻
の
如
く
‘
魚
屋
町
の
縫
き
竪
町
の
入
口
に
背
物
市
場
あ

り
し
と
い
へ
り
。
金
津
町
合
所
横
目
肝
煎
諸
事
脅
帳
K
載
せ
た
る
・

享
保
十
年
三
月
十
日
金
津
市
場
札
取
調
書
に
、
竪
町
市
場
札
承
服
二

年
営
御
場
よ
り
御
渡
に
付
.
町
内
に
懸
置
申
候
底
、
元
秘
三
年
火
事

之
刷
札
取
除
、
肝
煎
方
に
只
今
以
預
り
置
申
。
と
あ
り
。
右
市
場
札

に
て
考
ふ
れ
ば
、
承
感
二
年
よ
り
此
の
地
に
背
物
市
場
を
建
て
、
事

保
年
中
ま
で
も
あ
り
し
が
、
共
の
後
止
み
た
り
け
ん
。
市
場
の
地
所

は
元
総
六
年
の
士
慢
に
、
土
肥
加
停
弐
立
町
市
札
近
所
。
ま
た
中
村

新
五
兵
衛
立
町
市
札
よ
り
一
丁
許
上
足
盤
町
。
ま
た
松
崎
範
之
助
立

町
市
札
の
近
所
。
た
ど
と
載
せ
た
れ
ば
、
土
肥
氏
の
邸
地
の
越
に
市
場

札
建
ち
た
り
し
と
聞
ゆ
。
土
胞
の
沓
邸
は
安
江
屋
奮
邸
の
並
び
た
る

風
呂
屋
の
横
小
路
た
り
。
加
藤
惟
寅
が
蘭
山
私
記
に
、
安
永
七
年
十

一
月
竪
町
に
市
場
再
立
。
毎
月
十
日
・
十
三
日
・
廿
日
・
廿
三
目
。
但
し

町

御

奉

行

所

右
は
参
議
中
将
綱
紀
卿
穿
盤
1

レ
給
ふ
に
依
り
て
‘
町
奉
行
よ
り
し
ら

ぺ
さ
せ
た
る
も
の
也
。
此
の
時
町
奉
行
よ
り
の
雪
上
替
に
.
市
村
清

六
・
金
子
高
右
衛
門
・
小
川
久
次
・
小
川
茂
兵
衛
・
高
密
孫
三
郎
五
人
、

皆
高
麗
障
の
時
の
檎
に
て
、
中
に
も
高
麗
採
三
郎
に
就
き
て
は
左
の

如
く
記
載
せ
り
。

一
、
高
麗
蛍
孫
三
郎
組
父
先
々
孫
三
郎
儀
、
高
麗
者
に
雨
、
金
子
先

寓
右
衛
門
与
一
所
に
罷
越
候
様
に
承
及
候
由
申
候
。
微
妙
院
様
御
上

洛
之
翌
年
御
蛍
地
b
罷
越
、
小
幡
先
々
一
宮
内
取
次
を
以
、
御
目
見
被
且

仰
付
-
候
様
に
承
及
候
旨
申
候
。
御
扶
持
方
は
不
ν
被
=
下
置
-
由
陀
御
座

候。一
、
父
故
孫
三
郎
儀
、
御
入
国
之
翌
年
岡
嶋
故
兵
庫
よ
り
建
a
御
題
一
拾

一
人
扶
持
被
昌
下
置
一
御
細
工
人
並
に
被
a
仰
付
-
候
。
殺
生
御
用
は
相
勤

不
v
申
。
寛
文
十
一
年
江
戸
御
供
に
罷
越
、
於
a
彼
御
地
-
病
死
仕
候
鹿
、

蛍
孫
三
郎
に
御
扶
持
方
被
・
下
置
候
様
に
も
可
v
有
v
之
皆
、
故
兵
庫
申

開
候
へ
共
、
共
頃
は
病
者
に
御
座
候
而
、
江
戸
御
供
た
ど
難
a
湖
一
勤
-
由

申
達
候
へ
ぽ
、
道
而
祭
色
も
快
、
押
立
御
用
も
可
昌
相
…
勤
-
勝
之
筒
、
食

議
も
可
v
仕
旨
に
而
‘
御
扶
持
方
拝
領
不
v
仕
候
由
申
候
。
営
孫
三
郎
儀

七




